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第 7号
児童相談所での児童の環境改善を求めることについて受理年月日

4.8.4

陳情の趣旨

陳情

:聾 i雲聾夏

、

lL童虐待殺人事件を阻止εF::童虐待防止の強化が生 翼ζ
:171か し、児童相談所では

児童の人権・児童の福祉がないがしろにされています。そのため児童の環境を改善できるよう児童相談

所が取り組むように相模原章児童相談所」L碁島 L操晨競 ==意
見書を義祟 薫 いただきますよう陳情い

たします。         1・斉島マ

陳情の理由

近年の社会情勢により、児童相談所における児童虐待相談対応件数は年々急増している。しかし、そ

の一方で誤認保護や過剰な保護が多発している他、行政処分を受けた親に対する指導
。支援は全く存在

せず、根本的な問題解決が図られていないのが現状である。さらに長期にわたる面会・通信制限が継続

されるため親子の断絶を招き、児童の精神状態を不安定にさせている。これらの行為は深刻な人権侵害

であり、児童にとつても「最善の利益」とはかけ離れた環境設定を児童相談所自らが行っていると言え

る。                                        キレ癒
改善すべき騨曙興時粋鰤颯|=嘘薫:の道壼ゴ菌:L:以下の点について市議会で審議し礎げ誕舅現自旨をも

て

もらいたい。

① 一時保護の措置中は児童は登校することができず、学年相応の十分な学習もできない状態である。教

員などから学習指導を受ける機会もなく、オン ライン学習にも参加できない。そのため、一時保護が

長期化した生徒はそれがきっかけで学習が導ギれ、措置解除後の学校生活に支障をきたしている。
こ

の点を改善するためには、学校の教員による訪問指導とオンライン授業の導入が必要である。_n暑

② 幸せに暮らしていた児童が突然見知らぬ児童相談所職員に連れていかれ、数週間から数か月間保護所

に拘束されている。親との面会も基本的に全面禁止が現状である。そのため、児童の情緒の安定が図

られず、精神的に傷ついた状態で措置解除になっている。家庭復帰した後にPTSDを発症し、不登校

になるケースが当支援団体に複数報告されている。この点を改善するためには、面会・通信制限を極

力行わず、親子の交流の機会を維持しながら、家庭復帰にむけた支援を市辱村
・の福祉行政職員と児童

相談所職員が共に行っていくことが必要である。

③ 児童への聞き取りが、児童相談所職員と児童だけの閉鎖的環境下で行われ、児童相談所職員の独断
で

虐待に仕立て上げられることがある。職員の児童への間き取りは執拗で、かつ児童が曖味に返事をし

たことを虐待の証拠として調書に記載していることも保護解除後の児童と親の証言から明らかであ

る。この点を改善するためには、第三者による児童と親
への間き取りと児童相談所が作成した調書の

開示が必要である。またペアレントトレーニングなどの親
への指導。支援体制の構築も必要である。
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第 8号
防衛省によるミャンマー国軍士官・士官候補生の受け入れ中止

等を求める意見書の提出を求めることについて

受理年月日

4.8.9

陳情の趣旨

・陳情趣旨
の妻 テ́つ―写′

η

蒻_政府に対レ4へ｀
形妻而続の

し、 ミャンマー国軍からの士官・士官候補生の受け入れ 中止すること。昨年の衆

国会決議と奉章議会●意見書を尊重し、ミャンマー して厳重に 1tt r
に国軍との関係を断ち切り、2020年の選挙で選ばれた議員で構成するNUG(国民統一政府)と連携し
ミャンマー国民への支援を強化することを趣旨として意見書を提出してください″ょ3よ う|二

`ス

、′|ら し1,。

・陳情理由

昨年 2月 1日 に発生したミャンマー国軍の軍事クーデターから一年半が過ぎました。今、 ミャンマー
国内では、国軍による武力弾圧によって、これまでに少なくとも2,000人余の尊い命が奪われ、多 く
の人々が不当逮捕、監禁、拷間、不当な裁判で処刑される等、深刻な人権蹂躙が続いています。経済
も混乱低迷し生活困窮者の増大、治安も悪化しています。

ミャンマー国軍に対抗して、平和と民主化を求めるミャンマー国民の粘り強い闘いは、困難の中にあ
っても継続し、その闘いはミャンマー国内だけではなく世界各国、全国各地に連帯の声が広がってい

ます。7月 には不当に拘束された政治家や活動家が処刑され、日本人ジャーナリストも拘束されまし
た。

このような状況下、防衛省は本年度もミャンマー国軍の士官候補生及び士官の計 4名 を留学生として

受け入れ、軍事訓練等を行うことが明らかとなりました(4月 26日 、衆議院安全保障委員会 。岸防衛
大臣答弁)。 同様のプログラムを実施していたオーストラリアは受け入れを中止しました。
留学生は、防衛大学校や自衛隊の施設内で「戦闘の基礎」や「実弾射撃」などを学んでいるといわれ
ています。

これに対し、5月 17日 、国会議員の超党派の「ミャンマーの民主化を支援する議員連盟」は、 ミャ
ンマー国軍からの士官・士官候補生受け入れの即時中止を求める要請を政府に行いました。

昨年、衆参両議院では、クーデターを非難し民主化を求める決議が採択されています。

日本政府がミャンマー国軍の軍人を留学生として受け入れ軍事訓練等を教えるということは、 ミャン
マー国軍を正当化するものであり、そのことは、日本政府がミャンマー国民弾圧に加担する可能性が
あると指摘されており、断じて容認できるものではありません。

よって下記のことを強く政府に対し要請し、意見書を提出していただくよう議会に求めます。

2ノ

1、 政府は、 ミャンマー国、要か上の士官チ士官候補生の受け入れを即時全面中止することυメ
′ノ` ′プ~■

2、 政府は、昨年の衆参両院の国会決議と奉章議会つ意具選卜を尊重し、 ミャンマー国軍て対して厳重
に抗議するとともに、直ちに国軍との関係を断ち切 りNUG(国民統一政府)と 連携じミャンマー国民
への支援を強化すること。
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第 9号
国による義務教育財源の保障、ヽ教育の機会均等と水準の維持・

向上、並びにゆきとどいた教育の実現について

受理年月日

4.8.10

陳情の趣旨

1.陳情趣旨
(1)教 育の機会均等、水準の維持・向上、無償制の維持に不可欠な義務教育費国庫負担制度を
存続・拡充させること.さ らに、義務教育教科書無償制度を継続すること。

(2)並 童上之上:｀
た教育を実現するために、小学校の 35人学級を計画的に進め、中学校での 35

実■凡
~́人
学級を早急に乗定するとともに、教職員の定数拡充、スクール・サポート・スタッフ、
イ)ヽ助員等の専門スタッフ職の拡充、教育環境を整備するための予算を確保・拡充すること。

(3)教員の未配置を解消し、一人ひとりの子どもたちにゆきとどいた教育を実現するために、
教職員の労働条件を改善すること。

2.陳情理由
今、義務教育に求められているのは、子どもたち一人ひとりにゆきとどいた教育が行われるこ

とであり、このことは保護者 。地域住民・教職員共通の願いです。そのためには国における教育

予皇豊2条世整備が不可欠です。しかし、2006年から国庫負担率が2分の1か ら3分の1に引き
。■布′戸デられ、

V自
治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による定数措置が行われてい導ョ炉おり~́″

 が、地方自治体の財政を圧迫しています。子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教
育を受けられる環境を整えるには、義務教育費国庫負担制度を存続・拡充するとともに、義務教

育教科書無償制度を堅持する必要があります。

学校現場における課題は複雑化・困難化する中、子どもたちのゆたかな学びと育ちを実現する

ために、教材研究や授業準備の時間の十分な確保にむけ、教職員

などの施策が最重要課題です。あわせて、「

準に関する法律」が改正され、 2025年度までに段階的に35人に引き下げ
られますが、その必要性は中学校においても変わりないことから、中学校を含めた実現が必要で

す。

相模原市においては、「学校現場における業務改善に向けた取組方針」および「学校現場にお

ける業務改善に向けた取組方針取組事項実施スケジュール」に基づき、 「学校現場業務改善推進
会議」において長時間労働是正に関わる議論が行われ、教育委員会を中心に具体的な取組がすす
められていますが、相模原市の教員の超過勤務時間の実態調査 (令和 3年 4月 から令和 4年 3月 ま
で)によれば、月平均で小学校 41時間 5分、中学校 45時間 30分 (小 。中学校で 42時間 43分 )
となっており、長時間労働の是正には至っておりません。
「長時間労働など過酷な労働環境」等によって教員志望の学生は年々減少傾向にあり、相模原
市の小学校においてはこの 5年間で教員採用試験の受験者数が半減しています。受験者数減等の
理由から、学校現場において 「教員の未配置 (教員不足)」 が発生し、子どもたち一人ひとりに

ゆきとどいた教育環境整備がされているとは言い難い状況があります。

未来を担う子どもたちを育む本市の学校現場において、 「使命感」や 「献身性」に依拠しない

ためにも、教職員の長時間労働是正は子どもに寄り添い向き合う時間の確保のために重要であ
り、小学校の 35入学級の段階的な実施にあわせた教職員定数の実質的な増員や専門スタッフの拡
充は欠かせません。さらには、「教員の未配置」など、あってはなりません。

子どもたちのゆたかな学びを保障するための条件整備は不可欠です。こうした観点から、2023

年度政府予算編成において、上記事項が実現されるよう、地方自治法第 99条 の規定にも蓬づき、
国の関係機関への意見書提出を陳情いたします。                  ハ



陳情番号 件
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第 10号

橋本駅周辺整備推進事業の計画の再検討を求めることについて受理年月日

4,8。 15

陳情の趣旨

〈陳情項目〉

次の点について、市に働きかけていただきますよう陳情いたします。

1.橋本駅周辺整備推進事業の計画については、納税者、市民の理解がきわめて不十分で合意は

得られておりません。都市計画決定までの手続きが始まつたばかりですが、スケジュールありきで

拙速に手続きを進めず、住民参画で再検討するよう市に働きかけてください。

2.市費330億円という、巨額な市税を使う目的はリニア開業を前提にしていますが、開業の目途は

たっていません。都市計画決定に至っていない現段階で再検討するよう市に働きかけてください。

3.(仮称)大西大通り線を新設する計画については、再検討を市に働きかけてください。

〈陳情趣旨〉

◎ 橋本駅周辺整備推進事業については、大規模事業評価委員会の答申においても、防災や

緑環境の確保に留意し、市民に十分な情報提供と丁寧な説明を求めています。そもそも都

市計画は都市の主体者、主権者たる市民参画ですべきです。しかし本事業においては、当

局の最短スケジュールに沿って淡々と行政主導で進行されています。「意見募集」「説明会」

の広報、HPでの周知は内容が一見してわかりにくいものとなつており、従って参加率は低く、

市民の理解、合意形成はされておりません。

◎ 当計画は 2027年リニア開業を前提にしたものですが、静岡大井川の水問題、南アルプスの

トンネル問題、各地沿線で生じている種々の事故や工事差し止め訴訟、゙更に外環道調布陥

没事故、シールドマシンの故障 etc.などリニア開業は不透明、不確実性が浮き彫りにされて

います。にもかかわらず、この橋本駅周辺整備推進事業には 330億円の市民の税金が投入

されようとしています。経済悪化や人口減少、気候変動による災害等について緻密に検証す

ること無く、杜撰な見込みに基づく計画推進には市民は不安を払拭出来ず理解が得られま

せん。今、税金を使う優先順位は、コロナ対策や生活困窮者への支援、教育費や医療、社

会保障への支援に回されるべきです。



◎ (仮称)大西大通り線を新設する計画は、約 140世帯の市民の立ち退きを生じ、地域周辺の
生活環境は一変し騒音、振動、C02等健康被害の恐れがあります。しかし、開発・開業による

交通量増加予測台数は不確実であり、174億円の市費をかけてまで必要とする説得力ある

説明には至っておりません。

さらに、リニアのトンネルの計画路線と多くが重なるため、トンネルの区分地上権者に二重の

被害を強いるものであり、憲法 25条と29条の生存権、財産権をおびやかす多大な人権侵

害です。再検討を市に働きかけてください。

◎ 市議会におかれましては、市民本位のまちづくり、安心安全の防災や、子どもがいきいき育

ち、高齢者も憩える緑環境を優先した駅前広場等、SDGsを掲げた相模原市が誇れる人間
自然共生都市橋本のまちづくりのために、本事業計画の手続きを急いで進めず再検討する

よう、市議会が市に要請されますよう、心からお願いいたします。

以上



陳情番号 件
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第 11号

(仮称)大西大通 り線を新設する計画の見直しを求めることに
ついて

受理年月日

4.8.15

陳情の趣旨

JR東海がすすめるリニア中央新幹線の(仮称)神奈川県駅が私の住まう橋本に設置される事と

なり、新幹線の深層はたかだか地上から15～ 17mと余りにも浅く大きな問題なのですが(調布の

陥没事故を鑑み)また、その地上に「大西大通り線」を建設しようとしています。しかも 174億円も
の巨額の血税を使って 150家の善良な住民を排除してです。土地買い上げ価格は二東三文、移
転地は自分で確保しろと言います。或る住民が代替え地を尋ねたところ、相模湖地区を紹介され

たとの事。区画整理には全国的に有名な百条委員会の相模原市であるからして何か市とJR東海
との作為があるのではと疑う住民が多数おります。

相模原市は政令市になって久しいですが、市営斎場は一か所のみで津久井地区、相模湖地区、

藤野地区の住民が待ち望んだ新斎場建設が「大西大通り線」の為凍結、また図書館の建設も凍

結、子供達が楽しみにしているスケートリンクは閉鎖、そして小学校の統廃合、市民会館はあのと

おりのポロ、市立病院に至っては皆無の状態です。

余り良くない頭で考えた「旧アイワールド交差点から相模原消防署方面」や「元橋本交差点から

相原方面」の新設の道路は血税を使った割にはカンコドリが泣いています。私の家族の実家は藤

野地区にあり義父は町田市の斎場、義母は上野原市の斎場で荼毘にふされました。住民サービ

スをないがしろにしてまでこれで政令市といえますか。義弟の一言「相模原市になってなんもいい

事はなかつた。上野原市のほうが良かった。」と住民を泣かせて、住民サービスをないがしろにし

てまでの無駄な新設道路は不要です。

それより相模原北警察署前の用地を確保した大型道路の整備活用、また現行道路の見直し活

用で充分対応は可能です。

日本の人口はこの先 1億人をきり、政令市の相模原市も 50万人近くになる状況の中で、不要
な道路より、中山間地域を多くかかえる市は防災対策や住民サービスに血税を使うべきです。

最後に一言、巷では「まちづくり課」ではなく「まちこわし課」と呼んでいる事をご存じでしょうか。

議会は行政の無謀、不当を監視するところと承知しております。是非議長、議員の皆様方には住

民の立場に立ち返って住民の苦悩をくみ取っていただければ幸いです。郷土の偉人「尾崎等堂先

生」に負けない正しい各位のご判断に期待し、市に対して(仮称)大西大通り線を新設する計画の

見直しを求めていただきますよう陳情いたします。

以 上




